
「あさくち子育てガイドブック」利用上のお願い 

このガイドブックは平成２３年３月に発行しております。 

制度改正等により掲載している内容に変更箇所がございますので、ご確認のうえ、ご活用 

ください。 

平成２４年４月 

 

〈ページ毎の修正〉 

P７ 国民健康保険出産育児一時金 

（内容を下記のとおり一部削除します。） 

浅口市国民健康保険（以下、「浅口市国保」。）に加入している方が出産したとき、世帯主に対し４２万円を

支給します。 

※ただし、浅口市国保に加入して６か月以内の出産の場合などで他の健康保険から支給を受けることができ

る方は、対象外となります。 

 

P８ 乳幼児健康診査 

（対象範囲を下記のとおり修正します。） 

 【2 歳 5～７か月ごろ】健康福祉センター 2 歳 6 か月児歯科検診 

 

P１４ 児童手当 

（名称を上記のとおり、内容を下記のとおり修正します。また、P６に記載された名称も同様に扱います。） 

【受給資格者】   中学校修了までの児童を養育している方 

ただし、お子さんが次の状況にあるときは支給されません。 

・児童養護施設、乳児院、肢体不自由児・知的障害児施設等に入所しているとき 

・海外で生活しているとき(ただし、留学は除く) 

【支給月額】 

 

 

 

 

 

【支給月】      ６月、１０月、２月 

【申請に必要なもの】 ・印鑑 

・健康保険証（受給資格者のもの） 

・通帳（受給資格者名義のもの） 

【保育所保育料等の児童手当からの直接徴収について】 

平成２３年１０月分から平成２４年３月分までの保育所保育料について、児童手当から直接徴収(天引

き)できるようになり、保育料の未納がある場合には手当から天引きします。 

また、児童手当の支給は原則として口座振込ですが、保育料や学校給食費等の未納がある受給者に

0歳～3歳未満   15,000 円 

3 歳以上小学校修了前 第 1 子・第 2 子 10,000 円 

3 歳以上小学校修了前 第 3 子以降 15,000 円 

中学生   10,000 円 

所得制限対象者  5,000 円 



ついては、窓口での支給とさせていただく場合があります。 

 

P１５ こうのとり助成制度 

（内容を下記のとおり修正、追加します。） 

●不妊治療助成制度 

 不妊症で治療中のご夫婦に対し、費用の一部を助成します。 

【対象】・浅口市に夫婦のいずれか一方又は両者が１年以上住所を有し、前年のご夫婦の合計所得が 

      ７３０万円未満の方 

     ・申請日において、対象者および世帯員に市税滞納者がいない方 

     ・指定医療機関で、第１子を対象として体外受精または顕微授精での治療を受けている方 

【助成額】治療費の１／２以内の額（1,000 円未満切捨）で、１回当たり１５万円を限度 

      （入院費、食事代など、治療に直接関係ないものは除きます。） 

      ※県からの助成額との調整が生じることがありますので、ご了承ください。 

【助成回数】年度を問わず、ご夫婦１組につき３回まで 

 ※第２子以降も助成の対象になります。 

 

●不育治療助成制度 

 不育症で治療中のご夫婦に対し、費用の一部を助成します。 

【対象】・婚姻後１年以上の夫婦で、妻が１年以上浅口市に住所を有する方 

     ・申請日において、対象者および世帯員に市税滞納者がいない方 

     ・専門医療機関で不育症と診断され治療している方 

※詳細はお問い合わせください。 

 

問い合わせ先 健康推進課（健康福祉センター内）  ℡44-7114 

申請窓口    健康推進課または各総合支所へお越しください 

 

P１６ 児童扶養手当 

（内容を下記のとおり修正します。） 

 【支給額】（H24.4.1 以降） 

   ・全部支給 月額 41,430 円 

   ・一部支給 月額 41,420 円～9,780 円 

   ・加算    第 2 子    月額 5,000 円 

           第 3 子以降 月額 3,000 円／人 

 

 

 

 

 

 



P１８ 手当 

（内容を下記のとおり修正します。） 

 障害児福祉手当 

  【支給額】 月額 14,280 円（H24.4.1 以降） 

 

 特別児童扶養手当 

  【支給額】 ・1 級（重度） 月額 50,400 円（H24.4.1 以降） 

         ・2 級（中度） 月額 33,570 円（H24.4.1 以降） 

 

P１９ 障害福祉サービス 

（内容を下記のとおり修正します。） 

 平成２４年４月より、「児童デイサービス」は下記のサービスに移行します。 

名  称 内  容 

児童発達支援 
未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の 

付与、集団生活への適応訓練を行います 

放課後等デイサービス 

 

就学中の障害児に授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の 

向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行ないます。 

医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を 

行います。 

 

P２５ 適応指導教室 

（内容を下記のとおり修正します。） 

 【開設日】毎週火・水・木・金曜日（※祝日および長期休業日を除く） 

 

P２６ 絵本の読み聞かせ 

（内容を下記のとおり修正、追加します。） 

 ●寄島図書館● 

   ・絵本と紙芝居のたまて箱 【対象】3 歳児～小学生 

                    【日時】毎月第 4土曜日 10:00～11:00 

   ・おはなしのふね       【対象】0～3歳児 

                    【日時】毎月第 2木曜日 11:00～11:30 

 

 

 

 

 



P２９ 子どもの発達に不安を感じたら 

（内容を下記のとおり修正します。） 

 問い合わせ先 社会福祉課（健康福祉センター内）   ℡44-7007 

           健康推進課（健康福祉センター内）   ℡44-7114 

           子育て支援課（健康福祉センター内）  ℡44-7011 

           金光総合支所健康福祉課         ℡42-7302 

           寄島総合支所市民生活課         ℡54-5114 

           教育委員会事務局学校教育課      ℡44-7012 

 

 

〈複数ページにまたがっての修正〉 

問い合わせ先について（健康推進課） 

・P４ 妊婦一般健康診査              ・P５ 妊婦相談・訪問        ･P６ 新生児聴覚検査 

・P８ 乳児一般健康診査、乳幼児健康診査  ・P９ 育児相談            ・P１０新生児・乳児訪問 

（上記に関する問い合わせ先を下記のとおり修正します。） 

   問い合わせ先 健康推進課（健康福祉センター内） ℡44-7114 

             金光総合支所健康福祉課       ℡42-7302 

             寄島総合支所市民生活課       ℡54-5114 

 

申請窓口・問い合わせ先について（健康推進課） 

・P４ 妊娠届・母子健康手帳     ・P６ 未熟児養育医療     ・P７ 母乳相談 

（上記に関する申請窓口・問い合わせ先を下記のとおり修正します。） 

   申請窓口    健康推進課（健康福祉センター内）または各総合支所 

   問い合わせ先 健康推進課（健康福祉センター内）  ℡44-7114 

             金光総合支所健康福祉課       ℡42-7302 

             寄島総合支所市民生活課       ℡54-5114 

【あさくち子育てガイドブック発行担当課】 

浅口市健康福祉部子育て支援課 

         （℡０８６５－４４－７０１１） 



浅口市
平成23年3月

あさくち
子育て
ガイドブック



は  じ  め  に

　核家族化や少子化の進行により、子育て家庭をとりまく環境が大

きく変化していく中で、安心して子育てができるまちづくりが必要

とされている現在において、子どもを生み育てやすい環境を整え、

子育て家庭を支援していくことは行政をはじめ社会全体に求められ

ています。

　本市では、将来を展望しながら安心して子育てができるまち『子

育て王国あさくち』を目指し、様々な支援を行っています。今後も次世代を担う子どもが健やか

に育ち、“浅口市で子育てをしてよかった”と思えるようなまちの実現に向け、さらに取り組んで

まいります。

　この度、子育てや子どもに関する支援、相談、子育て家庭同士や地域とのネットワークづくり

など、子育てに役立つ情報をご案内する「あさくち子育てガイドブック」を作成しました。

　子育ての不安や悩みが少しでも解消され、楽しく子育てをするための一助として活用していた

だければ幸いに存じます。

　　平成23年3月

浅口市長　栗山　康彦　　　
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妊娠がわかったら
  妊娠届・母子健康手帳
　妊娠がわかったら早めに健康推進課または各総合支所の担当課で母子健康手帳の交付を受けましょ
う。
　母子健康手帳は、妊娠中や産後のお母さんの健康状況と生まれてきたお子さんの成長・発達を記録す
る大切なものです。
　また、予防接種や健康診査の時も必要になります。
　母子健康手帳とあわせてお渡しする母子保健ガイドには、妊婦一般健康診査依頼票、乳児一般健康診
査依頼票、新生児聴覚検査依頼票を添付しています。

　　　＊転出を予定されている方へ・・・

　　　　妊娠届出時に交付された「母子保健ガイド」の依頼票は、転出先の市区町村で必ず交換してください。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44–7114

　　　　　　　　　  金光総合支所健康福祉課　☎42–7302

　　　　　　　　　  寄島総合支所市民生活課　☎54–5114

  妊婦一般健康診査
　妊娠中の定期健康診査のうち、下記の内容について費用助成します。依頼票は母子保健ガイドに添付
しています。県内および福山市の指定医療機関で使用することができます。

　　【内　　　　容】妊婦一般健康診査依頼票14回、超音波検査依頼票4回、血液検査依頼票2回、
　　　　　　　   　 クラミジア検査依頼票1回

※助産院、里帰り等で県外医療機関で受診する場合は、健康診査当日受診料はお支払いいただき、後日、
市から払い戻します。詳細はお問い合わせください。

※記載されている検査項目を実施した場合に、一定額を上限に助成するものです。医療機関により自己
負担額が発生しますのでご了承ください。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44–7114

　　　　　　　　　  金光総合支所健康福祉課　☎42–7302

　　　　　　　　　  寄島総合支所市民生活課　☎54–5114

  マタニティマーク
　妊婦さんが交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊婦さ
んへの配慮を示しやすくするなど、妊婦さんに優しい環境づくり
を推進するものです。
　母子健康手帳交付時にキーホルダーを配付しています。
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  マタニティクラス    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　妊婦さんとその家族が安心して赤ちゃんを迎えるための教室です。
　妊婦さん同士の交流の場にもなっています。参加希望の方は、前日
までに申込みをしてください。
　【対　　　　　象】妊婦さんとその家族
　　※日程等の詳細は、市報、健康づくり事業年間予定表でご確認ください。

　【会　　　　　場】  健康福祉センター
　【持ってくるもの】  母子健康手帳

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）
　　　　　　　　　  ☎44-7114

  妊婦相談・訪問
　妊娠・出産・育児に関して、保健師、管理栄養士が、随時ご相談に応じます。また家庭訪問もします。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114

  産科医療補償制度
　産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産し、万一、赤ちゃんが分娩に関連して重度脳性まひ
となった場合に、経済的補償を提供するとともに、脳性まひ発症の原因分析が行われます。

　　 問い合わせ先 　産科医療補償制度専用コールセンター
　　　　　　　　　　☎03-5800-2231　受付時間 9：00 〜 17：00（土・日・祝日を除く）

  ももっこカード
　妊娠中の方や小学６年生までの子どもがいる家庭の方が岡山県内の協賛店でももっこカードを提示す
ると、料金割引等の協賛店独自の子育て支援サービスが受けられます。
　【申請に必要なもの】
　　・健康保険証（子どものもの）または母子健康手帳
　　
　　 問い合わせ先 　子育て支援課（健康福祉センター内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎44-7011
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114　
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  出生届
　赤ちゃんが生まれた日から14日以内（出生日を含めます）に出生届を提出することになっています。
　【届　出　先】出生地、届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場へ届け出てください。
　【届出に必要なもの】　・出生届（出生証明書）　　　　　　・母子健康手帳
　　　　　　　　　　　・届出人の印鑑（朱肉を使うもの）　
　　 問い合わせ先 　本庁市民課　☎44-9042
　　　　　　　　　金光総合支所市民生活課　☎42-7301
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5113

　　赤ちゃんが生まれたら、あわせて次の手続きも行ってください。

　　●子ども手当（詳細はP14をご覧ください）

　　　出生日の翌日から15日以内に申請してください。原則申請の翌月分から支給します。
　　　公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
　　　【申請に必要なもの】　・印鑑　　・健康保険証（申請者のもの）　・通帳（申請者名義のもの）
　　●子ども医療費（詳細はP14をご覧ください）

　　　子ども医療費受給資格者証の交付申請をしてください。
　　　【申請に必要なもの】　・印鑑　　・健康保険証（子どものもの）
　　
　　　 問い合わせ先 　子育て支援課（健康福祉センター内）☎44-7011
　　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114

  新生児聴覚検査  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
　おおよそ生後3か月までの赤ちゃんを対象に、新生児の聴覚検査を産科医療機関で実施しています。
　県内で検査を希望する場合には、母子保健ガイドに添付している依頼票で、自己負担2,700円で聴覚
の検査が受けられます。
　福山市でも利用できる医療機関があります。また、県外や聴覚検査を実施していない医療機関で出産
した場合も外来で利用できる医療機関がありますのでお問い合わせください。
　　
　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114

  未熟児養育医療
　出生体重が2,000グラム以下など、身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が入院・加療を必要と認め
たお子さんに対し、医療費を助成します。
　ただし、指定医療機関での治療に限られ、給付対象期間は満1歳の誕生日の前日までです。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114

赤ちゃんが生まれたら
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  国民健康保険出産育児一時金
　浅口市国民健康保険（以下、「浅口市国保」。）に加入している方が出産したとき、世帯主に対し42万
円を支給します。
※ただし、浅口市国保に加入して6か月以内の出産の場合などで他の健康保険から支給を受けることが

できる方は、対象外となります。
　【支給方法①】

●医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の申請・受け取りをします。（直接支払制度）
●浅口市国保へ事前に申請をする必要はなく、医療機関と被保険者との間で直接支払制度利用の契

約をすることになります。
＊出産費用が42万円以上の場合は、差額分を退院時に医療機関へお支払いください。
＊出産費用が42万円未満の場合は、出産後に差額分を浅口市国保へ申請し、申し出があった口座へ

振り込みます。
＜申請に必要なもの＞　・印鑑　　・分娩者の国民健康保険証
　　　　　　　　　　　・出産費用の領収書・明細書　　・通帳（世帯主名義のもの）
　　　　　　　　　　　・直接支払制度利用についての合意文書の写し

　【支給方法②】
●支給方法①の直接支払制度の利用を希望せず、退院時に医療機関へ出産費用を全額支払った場合

は、出産後に浅口市国保へ申請し、申し出があった口座へ振り込みます。（支給額は42万円です。）
＜申請に必要なもの＞　・印鑑　　・分娩者の国民健康保険証
　　　　　　　　　　　・出産費用の領収書・明細書　　・通帳（世帯主名義のもの）
　　　　　　　　　　　・直接支払制度を利用していないことを証する文書

　　 問い合わせ先 　本庁市民課　☎44-9042　　　
　　　　　　　　　金光総合支所市民生活課　☎42-7301
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5113
　　　　　　　　　※浅口市国保以外の健康保険に加入している方は、各事業所にお問い合わせくだい。

  母乳相談
　助産院で助産師が母乳や沐

もく

浴
よく

など子育てに関するご相談をお受けします。（事前に申請が必要です。）
　【対　象】産後6か月未満の女性とそのお子さん　　
　【費　用】1回1,000円で3回まで
　【場　所】市の指定した助産院　　　　　　　
　【申請に必要なもの】
　　　　　 ・印鑑
　　　　 　・母子健康手帳

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114
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  乳児一般健康診査
　満1歳の誕生日の前日までに2回、県内の医療機関で無料で健康診査が受けられます。依頼票は母子
保健ガイドに添付しています。
　福山市でも利用できる医療機関がありますのでお問い合わせください。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114

  乳幼児健康診査 
　対象のお子さんには健診日の約3週間前にお知らせします。

※鴨方・寄島地区の方は鴨方会場（健康福祉センター）で、金光地区の方は金光会場（金光保健セン
ター）、2歳6か月児歯科健診のみ鴨方会場でご案内します。

【3 ～ 6か月ごろ】　市内2会場で実施

乳児健診
　身体計測、内科診察、育児・離乳食相談等を行います。

【9 ～ 12か月ごろ】　市内2会場で実施

1歳児すくすく教室
　身体計測、育児・離乳食相談、歯のお話、歯磨きの仕方等を行います。

【1歳6 ～ 9か月ごろ】　市内2会場で実施

1歳6か月児健診
　身体計測、内科・歯科診察、歯磨き指導、フッ素塗布、育児・栄養相談、児童指導員による発達相談（希
望者）等を行います。

【2歳5 ～ 8か月ごろ】　健康福祉センター

2歳6か月児歯科健診
　身体計測、歯科診察、歯のお話、歯磨き指導、フッ素塗布、育児・栄養相談、児童指導員による
発達相談（希望者）等を行います。

【3歳2 ～ 6か月ごろ】　市内2会場で実施

3歳児健診
　身体計測、内科・歯科診察、歯磨き指導、フッ素塗布、尿検査、育児・栄養相談、臨床心理士に
よる発達相談（希望者）等を行います。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114
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  予防接種
　 

　
注意事項等の詳細は、健康づくり事業年間予定表や
予防接種のしおり等を必ずご覧ください。 　標準的な接種年齢を守り、早期に接種しましょう。

　
★集団接種												          
種　類 標準的な接種年齢（接種可能な年齢） 間隔及び回数 他の予防接種との間隔
ポリオ 生後3 ～ 18か月（生後3 ～ 90か月未満） 41日（6週）以上の間隔で2回 27日以上

ポリオ集団接種は春（4・5月ごろ）と秋（9・10月ごろ）に行います。
　※日程は、市報、健康づくり事業年間予定表でご確認ください。

★個別接種（実施時期は通年です）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種類
接　種　内　容　等

他の予防接種との間隔
標準的な接種年齢（接種可能な年齢） 間隔及び回数

 BCG 生後3 ～ 6か月未満（生後6か月未満） 1回 27日以上

三種混合
ジフテリア
百日ぜき
破傷風

1期初回 生後3 ～ 12か月
（生後3 ～ 90か月未満） 20 ～ 56日（3 ～ 8週）の間隔で3回　

6日以上1期追加
1期初回終了後、12 ～ 18か月後

生後3 ～ 90か月未満：
1期初回終了後、6か月以上の間隔

1回

二種混合
ジフテリア

破傷風
2期 11歳（11 ～ 13歳未満） 1回

麻しん・風しん
混合

1期 生後12 ～ 24か月未満 1回

27日以上
2期 5 ～ 7歳未満で、小学校就学

 1年前から就学前日までの間 1回

3期 中学1年生にあたる年齢の方 1回 ※3期・4期は平
成24年度まで
の実施です。4期 高校3年生にあたる年齢の方 1回

日本脳炎

1期初回 3歳（生後6 ～ 90か月未満） 6 ～ 28日（1 ～ 4週）の間隔で2回

6日以上1期追加
4歳

生後6 ～ 90か月未満：1期初回
終了後、概ね1年（11 〜 13か月）おく

1回

2期 9歳（9 ～ 13歳未満） 1回

　※今後、上記内容等が変更されることもありますので、接種前にご確認ください。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114	

  育児相談
　毎月1回、市内3会場で保健師、管理栄養士が妊娠、出産、子育てに関することなど、各種ご相談に
応じます。
　ご希望の方は前日までに各会場へ申込みをしてください。
　育児相談日以外でも随時ご相談に応じます。
　※日程等の詳細は市報、健康づくり事業年間予定表でご確認ください。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44－7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42－7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54－5114
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  新生児・乳児訪問
　お子さんが生まれたら、保健師が家庭訪問をして、体重測定や健診の案内、予防接種の説明、育児相
談に応じます。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114

  赤ちゃん訪問
　市から委嘱を受けた愛育委員が、「乳児家庭全戸訪問事業」の一環で、同意をいただいた生後4か月
までの乳児がいる家庭を訪問します。母子の状況の確認や、育児についての相談を保健師へつないだり、
子育て支援に関する必要な情報提供を行います。

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114

  離乳食教室
　乳児期からの食事の基礎について、管理栄養士が離乳食の話と調理実習を行います。参加希望の方は
前日までに申込みをしてください。
　【対　象】6 ～ 8か月ごろのお子さんをお持ちの保護者
　　　　　　※日程は市報、健康づくり事業年間予定表でご確認ください。

　【時　間】10：00 ～ 11：30
　【会　場】健康福祉センター 2階 栄養指導室
　【申込先】健康推進課 （健康福祉センター内）　☎44-7114
　【料　金】無料
　【持ってくるもの】エプロン・三角巾・手拭き
　【その他】  当日お子さんを連れて来られる場合は、申込みの際にお伝えください。
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☆おなかがグー！　カラダで感じるおいしい時間
　思いっきり遊んだ後は“おなかがグー！”「おなかがすいた！」が飛び出します。
　幼い頃からぐっすり眠って、たっぷり遊び、空腹を感じられるようになれば、次第に食欲や生活のリ
ズムが健康にはとっても大切であることがわかるようになります。1日3回の「いただきます・ごちそ
うさま・ありがとう」でメリハリのある生活をしましょう。

☆おやつ（間食）も食事の一部です
　「おやつ」＝「甘いもの」ではありません。チョコレート、クッキー、あめなどの甘いお菓子は極力
避けましょう。糖分の多いおやつをたくさん摂ったり、だらだらと食べる習慣は、むし歯や偏食、食欲
不振に影響することがあります。おやつは時間を決めて1日2回までとしましょう。

☆家族で楽しく食事をしましょう
　家族揃っての食事は、家族団らんを楽しめるだけでなく、伝統的な食文化やマナー、感謝の心を伝え
ることができます。
　幼い頃からみんなで食べる楽しさを体験していると、人の気持にも関心を持ち、思いやりの心も育ま
れます。子どもと一緒に食事の準備や片づけをし、家族のコミュニケーションをはかる楽しい時間を作
りましょう。

厚生労働省「食からはじまる健やかガイド」参考

「浅口市食育推進計画」参考

保育所・幼稚園
毎日の保育や食事をとおしてい
ろいろな食に関する体験活動が
行われています。

  食育　　　　　　　　　　　　　　

　乳幼児期は、食生活の基本をつくる大切な時期です。
　子どもの健やかな心と身体の発達には「食」は欠かせません。
　食べる意欲を大切にし、豊かな食の体験を積み重ねていくことで、生涯に渡って健康で楽しい食生活
を送ることができます。

果物

塩分・糖分は
ひかえめに

し　

お さとう

　水分

（ジュースやイ
オン飲料ではな
く、お茶やお水
で水分補給をし
ましょう。）

副　菜
ビタミン・ミネラル
食物繊維を十分に

主　菜
良質のたんぱく質を
脂肪はひかえめに

カルシウムを
十分に

主　食
穀類で糖質からの
エネルギーを

保健事業
健診の時や離乳食教室などで食
に関する相談が受けられます。

ボランティア
栄養委員など、地域ではボランティ
アの方々による活動として親子料
理教室なども随時行われています。
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  子どもに起こりやすい事故
　子どもの発達に応じた周りの対応によって防げる事故もあります。家族全員で事故防止につとめま
しょう。

月・年齢 起きやすい事故

新生児 周囲の不注意によるもの ・誤って上から物を落とす
・上の子が抱き上げて落としたり、物を食べさせる

１～７か月

転落
やけど

誤飲・窒息

・ベッド、ソファなどからの転落
・誤って上から熱いものを落とす、熱い湯のシャワーを

かける、アイロン、ストーブにさわる
・小さいおもちゃ、コイン、お菓子、豆などの誤飲

８～ 12か月

転倒・転落
やけど

溺れる
誤飲・中毒・窒息

車中のケガ

・階段、イス、ベッドなどからの転落
・アイロンにさわる、ポットやコップのお湯をひっくり

かえす
・浴槽に落ちる
・たばこ、医薬品、化粧品、おもちゃ、コイン、豆など

の誤飲
・座席からの転落　※必ずチャイルドシートを使用する

１～４歳

交通事故
自転車事故
転倒・転落

やけど
溺れる
誤飲・中毒

・道路への飛び出し等　※手をつないで歩くようにする
・補助イスからの転落、転倒　※ヘルメットを着用させる
・ベランダや階段などからの転落　※踏台になるものを置か

ない
・アイロンにさわる、スープやコーヒーなどをかぶる
・浴槽に落ちる、水あそび中の事故
・たばこ、医薬品、化粧品、おもちゃ、
　コイン、豆などの誤飲

＜夜間・休日の小児救急電話相談＞　♯８０００  （全国共通）　　
　夜間や休日など、医療機関の診療時間外に子どもの具合が悪くなった時にどう対処したらよいの
か小児科医・看護師が相談に応じます。
　☎086-272-9939　または　♯8000（お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送されます。）
　【日　　時】月〜金　19：00 〜 23：00（対応：看護師）
　　　　　　 土・日・祝日・年末年始
　　　　　　　　  　  18：00 〜 23：00（対応：小児科医）

＜中毒110番  ㈶日本中毒情報センター＞（365日 24時間対応 情報提供料無料）
　化学物質（タバコ、家庭用品など）、医薬品、動植物の毒などによって起こる急性中毒の対処法に
ついて、薬剤師が情報提供しています。　
　★大阪中毒110番　☎ 072-727-2499
　★タバコ専用電話（テープ応答）☎072-726-9922
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  育児と仕事の両立を支援する制度
　働く妊産婦を支援するための法制は「労働基準法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」「健
康保険法」「雇用保険法」などにあります。
○簡易な業務への転換
　妊娠中の女性が軽易な業務への転換を請求した場合は、事業主はその請求に応じなければなりません。
○危険有害な業務についての制限
　妊産婦を妊娠、出産、保育に有害な業務につかせることはできません。 
○解雇の制限
　妊娠、出産、産休取得等を理由とした解雇その他不利益な取り扱いは禁止されています。
○産前・産後休暇
　産前6週間（多胎児の場合は14週間）、産後8週間の間連続した休みを取ることができます。産後6週
間を過ぎ、本人の働く意志がある場合は医師が認めれば事業主は働かせても問題ありません。
○育児休業
　子どもが満1歳になるまでの間（特別な理由がある場合には1歳6か月に達するまでの間）は、事業主
に申し出ることにより、父親・母親のいずれでも育児休業をとることができます。
○労働時間や時間外労働などについての制限
　妊産婦が請求した場合、時間外労働や休日労働、深夜業をさせることはできません。妊産婦が請求し
た場合、変形労働時間制をとっている事業所で働いている場合であっても、1週および1日の法定労働
時間を超えて労働させることはできません。
○幼児の養育者への配慮
　事業主は3歳未満の子を育てる労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなりません。
　　　◎短時間勤務制度　　　　　　　　　　　
　　　◎フレックスタイム制　
　　　◎始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ　　
　　　◎所定外労働免除
　　　◎託児施設の設置運営、育児費用の援助措置
　また、小学校に入学するまでの子を育てる労働者は申し出により年間5日まで（2人以上であれば年
間10日まで）、病気やけがをした子の看護のために休暇を取得することができます。

  赤ちゃんの駅
　外出中に気軽に立ち寄り、授乳やおむつ交換等ができる施設です。おお
むね３歳までの乳幼児を抱える保護者の方が利用できます。
　施設ごとに提供できるサービスや利用時間が異なります。
　（該当施設はP30・31をご覧ください。）

　　 問い合わせ先 　子育て支援課（健康福祉センター内）　☎44-7011
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手当・助成制度
  子ども手当
　15歳到達後最初の3月31日までの間（中学校修了前）にある子どもを養育している方に申請のあっ
た月の翌月分から支給します。
　
　【支給額】　
　　月額13,000円/人

　【支給月】
　　6月、10月、2月

　【申請に必要なもの】
　　・印鑑
　　・健康保険証（申請者のもの）
　　・通帳（申請者名義のもの）

　　 問い合わせ先 　子育て支援課（健康福祉センター内）　☎44-7011
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114　　

  子ども医療費
　15歳到達後最初の3月31日までの間（中学校修了前）にある子どもを対象に、保険診療の自己負担
額の全額を助成します。
　県内の医療機関の窓口で子ども医療費受給資格者証と健康保険証を提示してください。
　県外や受給資格者証を提示せずに医療機関で受診し、自己負担分を支払った場合は、市へ請求するこ
とにより自己負担分を払い戻します。詳細はお問い合わせください。

　【申請に必要なもの】
　　・印鑑
　　・健康保険証（子どものもの）

　　 問い合わせ先 　子育て支援課（健康福祉センター内）　☎44-7011
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114　
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  結核児童の療育医療
　18歳未満で、結核のため指定療育医療機関にて入院治療される方が対象です。治療開始前の申請が
必要です。（所得に応じて自己負担があります。）　
　また、入院療養生活に必要な日用品と、小・中学校に就学しているお子さんに
ついては、学校教育を受けるのに必要な学習用品を支給します。（支給限度があ
ります。）

　　 問い合わせ先 　備中保健所井笠支所　☎0865-69-1675

  こうのとり助成制度
　不妊症で治療中のご夫婦に対し、費用の一部を助成します。
　【対　　象】
　　・浅口市に1年以上住所を有するご夫婦で、前年のご夫婦の合計所得が730万円未満の方
　　・申請日において、対象者および世帯員に市税滞納者がいない方
　　・指定医療機関で、第一子を対象として体外受精または顕微授精での治療を受けている方
　【助 成 額】
　　治療費の2分の1以内の額（1,000円未満切捨）で、1回あたり20万円を限度
　　　（入院費、食事代など、治療に直接関係ないものは除きます。）
　　　※県からの助成額との調整が生じることがありますので、ご了承ください。
　【助成回数】
　　年度を問わず、ご夫婦1組につき3回まで

　　 問い合わせ先 　健康推進課（健康福祉センター内）　☎44-7114
　　　　　　　　　金光総合支所健康福祉課　☎42-7302
　　　　　　　　　寄島総合支所市民生活課　☎54-5114　


